
 

建築物温暖化対策計画書制度マニュアル 

 

～ CASBEE建築（新築）2021年SDGs対応版使用 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

神 奈 川 県 
令和６年10月 

 

 

 

 

 

 

※本マニュアルは、令和５年８月１日以降、新規に届出を行う場合に適用します。それ以前に提出した計

画書に係る変更や表示等については、従前のマニュアルを参照してください。 

 

 

 

 

  



目次 

目次 

1. 建築物温暖化対策計画書制度について                         

1.1 建築物温暖化対策計画書制度について ----------------------------------------- 1 

1）制度の目的 --------------------------------------------------------------- 1 

2）根拠規程等 --------------------------------------------------------------- 1 

3）制度の概要 --------------------------------------------------------------- 1 

1.2 提出対象となる行為 --------------------------------------------------------- 2 

1）特定建築物の新築等 ------------------------------------------------------- 2 

2）特定建築物以外の建築物の新築等 ------------------------------------------- 2 

3）増改築建築物について ----------------------------------------------------- 2 

4）敷地内に複数棟ある場合 --------------------------------------------------- 2 

1.3 手続きの流れ ---------------------------------------------------------------- 3 

1）建築物温暖化対策計画書の提出 --------------------------------------------- 3 

2）建築物温暖化対策計画変更届出書の提出 ------------------------------------- 4 

3）建築物新築等中止届出書の提出 --------------------------------------------- 4 

4）建築物新築等完了届出書の提出 --------------------------------------------- 4 

5）届出の概要の公表 --------------------------------------------------------- 4 

6）指導・助言等 ------------------------------------------------------------- 4 

1.4 公表について ---------------------------------------------------------------- 5 

2. 建築物温暖化対策計画書の作成について                        

2.1 建築物温暖化対策計画書の作成について --------------------------------------- 6 

2.2 CASBEEかながわとは --------------------------------------------------------- 8 

1）CASBEEとは --------------------------------------------------------------- 9 

2）BEEに基づくラベリング ---------------------------------------------------- 9 

3）CASBEEかながわにおける重点項目 ------------------------------------------ 11 

(1) 地球温暖化への配慮 -------------------------------------------------- 11 

(2) ヒートアイランド現象の緩和 ------------------------------------------ 11 

(3) 関連項目 ------------------------------------------------------------ 11 

2.3 CASBEEかながわの評価方法 --------------------------------------------------- 12 

1）評価に必要なもの(ツール) ------------------------------------------------- 12 

(1) CASBEEかながわの入手方法 -------------------------------------------- 12 

(2) CASBEEかながわの評価シート ------------------------------------------ 13 

2）「CASBEE-建築（新築）」による評価方法 -------------------------------------- 15 

(1) 評価する建築物 ------------------------------------------------------ 15 

3)「CASBEE-建築（新築）」の評価結果の解説 ------------------------------------ 17 

(1) ｢CASBEE-建築（新築）2016年版」評価結果シート（例） ------------------ 17 

(2) ｢CASBEE-建築（新築）2016年版」スコアシート（例） -------------------- 20 



目次 

4)「CASBEEかながわ重点項目シート」による評価方法及び解説 --------------------- 23 

(1) 「CASBEEかながわ重点項目シート」の入力項目 ------------------------- 24 

(2) 「CASBEEかながわ重点項目シート」の解説 ----------------------------- 25 

2.4 再生可能エネルギー等の活用の検討 --------------------------------------------- 27 

1）活用を検討する再生可能エネルギー等 ----------------------------------------- 27 

2）再生可能エネルギー等を活用するための検討方法  ------------------------------ 28 

3）検討結果 ------------------------------------------------------------------- 28 

4）提出について --------------------------------------------------------------- 28 

3. 建築物環境性能表示及び届出について                          

3.1 建築物環境性能表示の概要 ----------------------------------------------------- 29 

1）建築物環境性能表示の目的 --------------------------------------------------- 29 

2）建築物環境性能表示の対象 --------------------------------------------------- 29 

(1) 広告への表示 ---------------------------------------------------------- 29 

(2) 建築物への掲示 -------------------------------------------------------- 30 

(3) 届出手続きの流れ ------------------------------------------------------ 30 

3.2 建築物環境性能表示（広告への表示）及び届出について -------------------------- 31 

1）表示内容・方法 ------------------------------------------------------------- 31 

(1) 表示内容について ------------------------------------------------------ 31 

(2) 標章（ラベル）の様式 -------------------------------------------------- 33 

2）建築物環境性能表示が必要な広告媒体の要件 ----------------------------------- 34 

3）環境性能表示（広告への表示）の届出 ----------------------------------------- 35 

(1) 環境性能表示の届出 ---------------------------------------------------- 35 

(2) 変更後の表示の取り扱い ------------------------------------------------ 35 

4）環境性能の説明事項 --------------------------------------------------------- 36 

5）その他 --------------------------------------------------------------------- 36 

3.3 建築物の環境性能を示す表示（建築物への掲示）及び届出について ---------------- 36 

1）表示内容・方法 ------------------------------------------------------------- 37 

(1) 表示内容について ------------------------------------------------------ 37 

(2) 様式 ------------------------------------------------------------------ 37 

2）建築物の環境性能を示す表示（建築物への掲示）の届出 ------------------------- 39 

4. 届出様式及び注意事項                                 

◆届出書様式 ＜記入例及び記入上の注意＞ ---------------------------------------- 40 

5. 資料編                                        

5.1 根拠規程 ---------------------------------------------------------------------- 55 

5.2 再生可能エネルギー等活用検討の手引き ----------------------------------------- 71 

 

 

 

 



1.建築物温暖化対策計画書制度について 

1 

 このマニュアルは、建築主の皆様に、「建築物温暖化対策計画書制度」についてのご理解をいただ

き、円滑に手続きを進めていただくため、同制度に基づく計画書の作成や届出など、必要となる一連

の手続きについて解説したものです。より分かりやすいものとなるよう今後も適宜内容の見直しを行

ってまいります。 

 

１．建築物温暖化対策計画書制度について 

1.1 建築物温暖化対策計画書制度について 

1) 制度の目的 

建築物温暖化対策計画書制度は、大規模建築物の建築主に建築物温暖化対策計画書の提出を義

務付け、提出された計画書等の概要を県がホームページ等で公表することにより、建築主の地球

温暖化に対する自主的な取組を促進すること、地球温暖化対策に配慮した環境性能の高い建築物

が評価される市場の形成を図ること、また、再生可能エネルギー等の活用の検討を義務付けるこ

とにより、再生可能エネルギー等の普及拡大に繋げることを目的としています。 

 

2) 根拠規程等 

① 神奈川県地球温暖化対策推進条例（平成21年神奈川県条例第57号） 

② 神奈川県地球温暖化対策推進条例施行規則（平成21年神奈川県規則第73号） 

③ 建築物温暖化対策指針（平成21年9月29日神奈川県告示第551号） 

④ 建築物環境性能表示基準（平成21年9月29日神奈川県告示第552号） 

 

 

 

3) 制度の概要 

建築物温暖化対策計画書制度の概要は、以下のとおりです。 

 建築主は、建築物の新築又は増改築にあたり環境に配慮した措置を講じるよう努めていただ

きます。 

 県内に一定規模以上の建物を新築又は増改築する建築主は、地球温暖化対策の措置などを記

載した「建築物温暖化対策計画書」を作成し、建築確認申請又は計画通知をしようとする日

の21日前までに知事に提出しなければなりません。 

 「建築物温暖化対策計画書」の作成にあたっては、県が提供する建築環境総合性能評価シス

テム（CASBEEかながわ）を用いた建築物に係る地球温暖化対策の措置の評価と、再生可能エ

ネルギー等を活用するための設備等の導入の検討を行っていただきます。 

 知事は提出された「建築物温暖化対策計画書」の内容について必要な指導や助言を行い、計

画書の概要を県のホームページなどで公表します。 

 建築主は、計画書を提出した建築物の分譲や賃貸を目的とした広告を行うときは、建築物の

環境性能を示した標章を広告中に表示しなければなりません。また、購入者や賃借する方

に、建築物の環境性能についての説明をするよう努めていただきます。（建築物環境性能表示

－広告への表示） 

 

 

以下、本マニュアルでは、①を「条例」、②を「規則」、③を「指針」と言います。 
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 建築主は、計画書を提出した建築物の環境性能を示す標章を当該建築物に掲示することがで

きます。（建築物環境性能を示す表示－建築物への掲示） 

 本制度は、建築主の自己評価による届出を公表するもので、県が認証等を行うものではあり

ません。 

1.2 提出対象となる行為 

1) 特定建築物の新築等 

延べ床面積（増築又は改築の場合は、それぞれ当該増改築に係る部分の面積）が2,000㎡以上の

建築物の新築、増築、改築 

 

⇒ 建築物温暖化対策計画書の提出義務があります。 

 

 

2) 特定建築物以外の建築物の新築等 

延べ床面積（増築又は改築の場合は、それぞれ当該増改築に係る部分の面積）が300㎡以上

2,000㎡未満の建築物の新築、増築、改築 

 

⇒ 建築物温暖化対策計画書の提出義務はありませんが、任意で提出することができます。 

 

 

3) 増改築建築物について 

増改築部分の面積が特定建築物の規模に該当する場合、計画書の提出が必要です。 

また、特定建築物以外の建築物の規模に該当する場合、任意で計画書の提出を行うことができます。 

 

 

＜増築の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 敷地内に複数棟ある場合 

建築物の規模が届出対象に該当するかどうかの判断は、各棟ごとに判断します。計画書は１棟毎  

に作成し、提出してください。 

 

 

 

 

 

既存部分 

4000㎡ 

増築部分 

1000㎡ 

既存部分 

2000㎡ 

増築部分 

3000㎡ 

延べ床面積5000㎡ 延べ床面積5000㎡ 

届出 任意 
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1.3 手続きの流れ 

特定建築物を新築や増改築する方(特定建築主)は、以下の書類の提出が必要です。特定建築主

以外の建築主が、任意で計画書等を提出する場合も同様です。 

 

  ●必要となる手続き 

・ 建築物温暖化対策計画書(建築確認申請又は計画通知（国の機関等が建築する場合）をしよ

うとする日の21日前まで) 

・ 建築物温暖化対策計画変更届出書 (変更の工事着手の15日前まで/工事を伴わない変更は

変更の前日まで) 

・ 建築物新築等中止届出書(新築等の中止の場合、速やかに) 

・ 建築物新築等完了届出書(工事完了の15日後まで) 

 

●提出部数 

・ 建築物温暖化対策計画書:正本・副本(各１部) 

・ 建築物温暖化対策計画変更届出書:正本・副本(各１部) 

・ 建築物新築等中止届出書:(１部) 

・ 建築物新築等完了届出書:(１部) 

 

 

 

 

 

 

1) 建築物温暖化対策計画書の提出 

特定建築主は、建築確認申請又は計画通知（国の機関等が建築する場合）をしようとする日の

21日前までに、建築物温暖化対策計画書(規則第9号様式、特定建築物以外の建築物は規則第10

号様式)に関連する書類を添付(2.1建築物温暖化対策計画書の作成について「表2-1添付書類」参

照)の上提出してください。 

 

※ 建築物温暖化対策計画書の作成にあたっては、できるだけ事前にご相談の上、提出をお願い

します。 

問い合わせ先、提出窓口： 

神奈川県環境農政局 脱炭素戦略本部室 計画書審査グループ 

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 

TEL  (045)210-1111 

<同一区域内に複数の建築物を計画する場合> 

延べ床面積 

2000㎡ 延べ床面積 

7000㎡ 

200㎡ 

敷地A 

提出義務 提出義務なし 
提出義務 

敷地B 

提出義務なし 

（任意提出は可） 

提出義務なし 

（任意提出は可） 

延べ床面積 

1000㎡ 

延べ床面積 

1000㎡ 

合計では2000㎡以上 
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※ 基本設計段階で、建築物温暖化対策計画書に記載する内容（地球温暖化対策の措置、再生可

能エネルギー等の活用）について検討を行うことが重要です。 

 

2) 建築物温暖化対策計画変更届出書の提出 

建築物温暖化対策計画書に記載されている事項を変更する場合は、「建築物温暖化対策計画変更

届出書」(規則第11号様式)に変更に係る書類を添付の上、提出してください。 

建築物等の概要や環境性能評価の結果に関する事項に変更がある場合は、当該変更に係る工事

に着手する15日前までに、建築物の名称や所在地、建築主の住所、氏名、設計者に関する事項に

変更がある場合は、変更しようとする日の前日までに、その旨を届け出てください。建築物温暖

化対策計画書の提出の際に添付した書類・図面に変更があった場合には、変更後のものを添付し

てください。 

ただし、次の場合の変更については、変更届は不要です。 

・ 特定建築物に係る地球温暖化対策の措置の変更であって「CASBEEかながわ」の評価結果

（公表している「重点項目シート」「評価結果シート」「スコアシート（スコアやコメント欄

等公表事項全て含みます）」の内容）に変更がない場合 

・ 建築主が法人の場合の、法人の代表者の氏名の変更 

・ 建築確認の際の、算出の仕方の違いによる面積、高さ又は階数の変更（建築物の形状が変

わらない場合） 

・ 「（仮称）」や「新築工事」を取る等、同一性を損なわない程度の建築物名称の変更 

・ 建築物所在地表記の変更（地名地番から住居表示、住居表示から地名地番への変更、分筆

合筆による代表地番、筆数の変更、新住居表示への変更  などの軽微な変更 

 

3) 建築物新築等中止届出書の提出 

建築物の新築等を取りやめた時は「建築物新築等中止届出書」(規則第12号様式)により、速や

かにその旨を届け出てください。 

 

4) 建築物新築等完了届出書の提出 

建築物の工事が完了した場合は、建築物新築等完了届出書(規則第13号様式)により、検査済証

の交付後15日後までに、検査済証の写しと竣工写真（建物内部、外観、外構の様子が分かるもの

数枚程度。プリント可）を添付して届出をしてください。届出の際には、必要に応じて、導入設

備のカタログ等、地球温暖化対策の取組みの実施結果が確認できる書類・図面の提出を求める場

合があります。 

 

5) 届出の概要の公表 

届出の概要は、神奈川県のホームページ及び所管窓口で公表します。公表内容は、「1.4 公表

について」(5ページ)を確認してください。 

 

6) 指導・助言等 

知事は、計画書提出建築主に対して、その提出した建築物温暖化対策計画書の内容について、

必要な指導及び助言を行います。 

また、知事は、計画書提出建築主に対して、この指導及び助言を行うために必要な範囲におい

て、資料の提出を求めることがあります。 
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図１-１ 手続きの流れ  

 

1.4  公表について 

提出された計画書等の概要について、神奈川県のホームページにて公表します。 

 

公表する事項は次のとおりです。（計画書の内容に変更があった場合は、変更後の内容） 

 ・ 建築物の名称 

 ・ 評価結果（総合評価の結果及び重点項目への取り組み度） 

 ・ 建築物の所在地 

 ・ 建築主の氏名（法人にあっては、名称、代表者の氏名） 

 ・ 設計社に関する事項（設計事務所の名称） 

 ・ 建築物の概要 

 ・ 再生可能エネルギー等の活用に係る検討の結果 

・ 新築等工事の完了予定年月日 

・ 届出の状況（環境性能表示届、変更届、完了届出書等 

<注意> 

・ 本制度は、建築主の自己評価による届出を公表するもので、県が認証等を行うものではあり

ません。 

特定建築主等 神奈川県

建築物の環境性能の自己評価

建築物の新築等工事着手

建築物温暖化対策計画書

建築物新築等完了届出書

建築物温暖化対策
計画変更届出書

変更が
ある場合

建築物温暖化対策指針

建築物温暖化対策計画書の
概要の公表

建築物温暖化対策計画
変更届出書の概要の公表

概要の公表

建築物新築等完了届出書の
概要の公表

指針に基づく助言指導

提出
確認申請又は計
画通知をしよう
とする日の21日
前までに提出

提出
変更工事着手の
15日前までに
提出

提出
工事完了の
15日後までに
提出
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２．建築物温暖化対策計画書の作成について 

2.1  建築物温暖化対策計画書の作成について 

特定建築主は、指針に基づき、特定建築物における地球温暖化対策の措置及びその評価、再生可能エネ

ルギー等の活用に係る検討結果等を記載した「建築物温暖化対策計画書」を作成し、知事に提出します。 

特定建築主以外の建築主についても、任意で計画書を提出することができます。 

 

「建築物温暖化対策計画書」の作成にあたっては、建築物における地球温暖化対策の措置を、県が

提供する建築環境総合性能評価システム（CASBEEかながわ）により評価します。 

 また、再生可能エネルギーを活用するための設備等の導入を検討し、検討結果を記載します。検討

の結果、設備等の導入をしないことにした場合には、その理由を明記してください。なお、検討にあ

たっては、本マニュアルの資料編｢5.2再生可能エネルギー等活用検討の手引き｣（72ページ）を参照

してください。 

 

※ 基本設計段階から、建築物温暖化対策計画書に記載する内容（地球温暖化対策の措置、再生

可能エネルギー等の活用）について検討を行うことが重要です。 

 

 

建築物温暖化対策計画書の様式と添付書類 

 

【様式】 

建築物温暖化対策計画書（特定建築物用）（規則第9号様式） 

又は 

建築物温暖化対策計画書（特定建築物以外の建築物用）（規則第10号様式） 
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【提出書類】 

※提出書類は、「表2-1 提出書類」の順番にまとめて提出してください。 

表2-1 提出書類 

区分 図書の種類 備考 根拠 

１ 建築物温暖化対策計画書（特定建築物用）（規則第9号様式） 

又は建築物温暖化対策計画書（特定建築物以外の建築物用）（規則第10号様式） 

条例第19条

第１項 

２ 委任状  

（ 建築主に代わって、設計者等が届出を行う場合は、委任状を添付してください。詳細は８ページ参照。） 

 

３ 特定建築物に係る地球温暖化対策の措置及び措置の評価に係る書類 条例第19

条第１項

第４号、

第５号 

① CASBEEかながわ  

重点項目シート 

＊電子データ（Excel）について＊ 

計画書提出後、①及び②の電子データを速や

かに電子メールにて提出してください。 

※ 送付先電子メールアドレスは、計画書提出時受付にてご  

案内します。 

※ 電子メール以外での提出を希望される場合は、その旨お

申し出ください。 

② CASBEE評価シート一式 

４ 付近見取図 確認申請の際の図で可 規則第９

条第４項

各号 

５ 配置図 

６ 各階平面図 

７ ２面以上の立面図 

８ ２面以上の断面図 

９ 再生可能エネルギー等の活

用に係る検討の内容を確認

できる書類 

① 太陽光発電設備導入検討チェックシート 

② 太陽熱利用設備導入検討チェックシート 

・①②の根拠資料（検討を行った設置可能面積 

及び場所を図示した図面） 

③ 天然ガスコージェネレーションシステム導

入検討チェックシート 

※①～③以外の導入検討チェックシートについては任意です。 

10 

 
その他知事が必要と認める

事項に係る書類 

 

※①は確認申請に提出予定のも

のを添付してください。ただ

し、提出時点で計算が確定して

いない場合は、でき次第電子メ

ールでの提出をお願いします。 

 

※⑤は計画書の提出時点で添付

してください。ただし、提出時

点で確定していない資料は、で

き次第電子メールでの提出をお

願いします。 

 

①・建築物省エネ法の計画書又は届出書の写 

・計画書（第一面～第七面及び別紙） 

・届出書（第一面～第四面及び別紙） 

・計算結果が確認できるページ 

規則第９条

第３項第４

号 

 

 

② 建築物の設計概要が分かるもの 

③ 敷地内の建築物の建築面積及び延床面積が 

分かる面積表 

④  内外部仕上表 

⑤ CASBEEの評価レベルが３を超える評価を行

った場合は、その根拠が分かる計算書や資料。 

※ 根拠箇所、評価項目等の名称、計算式や説明文等の必要

事項を赤字で明示してください。  

※評価等に関係のない書類は添付しないでください。 
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※「表2-1 提出書類」10⑤のうち、緑化関連の根拠が分かる計算書や資料については、県提供の「緑 

の計算チェック表」（CASBEEの評価Q3(室外環境）（敷地内）)やLR3（敷地外環境）の採点シート   

に関連する算出根拠が分かるもの。特段の理由がある場合はこのチェック表に準じたもの。）をご 

提出ください。 

 

○ 建築士資格の確認について 

本計画書において、設計者に関する情報をいただいているところですが（第9号様式「特定建築物の

設計者に関する事項」、第10号様式「建築物の設計者に関する事項」）、建築士資格の確認についてご

協力をお願いします。 

 

確認方法については次の通りです。 

① 委任状へ、建築主が建築士資格を確認した旨記載 

例）「代理者○○○○の資格については、免許証明書（免許証）を確認済みのため、相

違ありません。」 

② ①がない場合は、免許証明書（免許証）の写しを添付 

  

【委任状 例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

2.2 CASBEEかながわとは 

「CASBEEかながわ」は「CASBEE-建築（新築）」による評価と、神奈川県独自の重点項目についての

評価を併用した建築環境総合性能評価システムです。 

｢建築物温暖化対策計画書制度(CASBEE

かながわ)｣の計画書作成の手引き及び

様式類ダウンロード 

https://www.pref.kanagawa.jp/doc

s/ap4/cnt/f6675/p20414.html 

のページに｢委任状(様式例)｣欄があ

り、ここからダウンロードが出来る

ようになっています。 
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1) CASBEEとは 

CASBEEは、『建築環境総合性能評価システム(Comprehensive Assessment System for Built 

Environment  Efficiency)』の略称であり、建築物の「環境品質」と「環境負荷」を同時に評価

するシステムとして、平成15年に国土交通省の支援のもと、産官学の共同により開発された評価

システムです。 

建築物がどれだけ環境に配慮しているかを判断する全国共通のものさしとして、建築物を環境

性能で評価して格付け(ラベルリング)するもので、評価結果は「Sランク(素晴らしい)」から、「A

ランク(大変良い)」「B+ランク(良い)」「B-ランク(やや劣る)」「Cランク(劣る)」という５段階に

格付けされます。 

 

2) BEEに基づくラベリング 

CASBEEでは、建築物の総合的な環境性能を、建築物の環境品質(Q:Quality)と、建築物が外部に

与える環境負荷(L:Load)の２つの要素に分けて評価します。すなわち、より良い環境品質の建築

物をより少ない環境負荷で実現するための評価システムといえます。 

 
 

 Ｑ：建築物の環境品質     25 ×（Ｑのスコア－１）  

     Ｌ：建築物の環境負荷    25 ×（５－ＬＲのスコア） 

 

CASBEEの評価結果は、Q(環境品質)をL(環境負荷)で割り算したBEE(建築物の環境効率)によっ

て求めます。BEEは、縦軸にQ、横軸にLをとったグラフとして表示されます。原点(Q=0、L=0)お

よびQ値とL値の座標点を結ぶ直線の傾斜がBEE値を示します。Q値が高く、L値が低いほどこの

傾斜が大きくなり、よりサステナブルな(環境に配慮した)性質を持った建築物と評価できます。 

CASBEEかながわのイメージ 

ＣＡＳＢＥＥ-建築（新築） 
 

建築物の環境性能を 
５段階評価 

（素晴らしい～劣る） 

+ 

神奈川県の重点項目 
 

  地球温暖化への配慮 

  ヒートアイランド現象の緩和 

全

国 

本

県 

敷地境界 

仮想境界 

Q （環境品質） 

L （環境負荷） 

資源消費・CO2など 

水質汚染など 

排気、騒音、排水、 

排熱など 

＝ 
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CASBEEでは、この傾きに従い、C(劣る)からB-、B+、A、S(素晴らしい)の５ランクに分割され

る領域によって、建築物の総合的な環境性能評価結果を格付けします。 

 
 

「CASBEE-建築（新築）2021年SDGs対応版」では、建築物における以下の環境配慮の項目を評価

します。 

 

表2-2 CASBEE-建築（新築）2021年SDGs対応版 環境配慮の項目 
Q 建築物の環境品質
Q1 室内環境 Q2 サービス性能 Q3 室外環境（敷地内）
1　音環境 1　機能性 1　生物環境の保全と創出

1.1 室内騒音 1.1 機能性・使いやすさ
1.2 遮音 1.2 心理性・快適性
1.3 吸音 1.3 維持管理

2　耐用性・信頼性 2　まちなみ・景観への配慮
2　温熱環境 2.1 耐震・免震・制震・制振

2.1 室温制御 2.2 部品・部材の耐用年数
2.2 湿度制御
2.3 空調方式 2.4 信頼性

3　光・視環境 3　地域性・アメニティへの配慮
3.1 昼光利用 3　対応性・更新性 3.1 地域性への配慮、快適性の向上
3.2 グレア対策 3.1 空間のゆとり 3.2 敷地内温熱環境の向上
3.3 照度 3.2 荷重のゆとり
3.4 照明制御 3.3 設備の更新性

4　空気質環境
4.1 発生源対策
4.2 換気
4.3 運用管理

LR 建築物の環境負荷低減性
LR1 エネルギー LR2 資源・マテリアル LR3 敷地外環境
1　建物外皮の熱負荷抑制 1　水資源保護 1　地球温暖化への配慮

1.1 節水
2　自然エネルギー利用 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 2　地域環境への配慮

2.1 大気汚染防止
3　設備システムの高効率化 2　非再生性資源の使用量削減 2.2 温熱環境悪化の改善

2.1 材料使用量の削減 2.3 地域インフラへの負荷抑制
4　効率的運用 2.2 既存建築躯体等の継続使用

4.1 モニタリング 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 3　周辺環境への配慮
4.2 運用管理体制 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 3.1 騒音・振動・悪臭の防止

2.5 持続可能な森林から産出された木材 3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 3.3 光害の抑制

3　汚染物質含有材料の使用回避
3.1 有害物質を含まない材料の使用
3.2 フロン・ハロンの回避

 

※注意: 環境負荷(L：Load)と環境負荷低減性(LR：Load Reduction) 

 

環境負荷(L)は小さい方が望ましいのですが、建築物の環境性能を総合的に評価する時は、環境

品質(Q)の大きい方が評価が高くなるのに合わせて、その環境負荷を減らす取り組み、すなわち環

境負荷低減性(LR)の大きい方が高い評価になるようにそろえています。従ってBEE値を計算する

ときは(L)、各項目の評価の際は(LR)と使い分けています。 

具体的には｢CASBEE-建築（新築）｣各分野に示される環境配慮評価項目について、レベル１～５

の採点基準が設けられていますので、その採点基準に従い、各項目のレベルを決めていきます。

：サステナブルビル 

（モデルケース） 

：温暖化対策の劣るビル 

 BEE 注2

0

50

100

0 50 100

建
築

物
の

環
境

品
質

・
性

能
　

Ｑ

建築物の環境負荷 L

S A B+

B-

C

BEE=3.0

BEE=0.5

BEE=1.5 BEE=1.0

建
築
物

の
環
境
品
質

 
Q 

  

  

  

  

ランク 

Ｓ ：素晴らしい 

Ａ ：大変良い 

Ｂ＋：良い 

Ｂ－：やや劣る 

Ｃ ：劣る 
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基準をレベル３（３点）とし、通常以上の配慮はレベル４（４点）、格段の配慮はレベル５（５

点）です。 

決定した各評価項目の評価点に各評価項目の重み係数を乗じて、建築物の環境品質にかかる項

目の合計点Qを分子に、建築物による外部への環境負荷にかかる項目の合計点Lを分母にして表

される数値=環境効率(BEE)により、環境配慮の取組みを評価することとなります。 

実際の評価では、「CASBEE-建築（新築）評価ソフト」及び「CASBEEかながわ重点項目シート」

にそれぞれの評価点を入力することにより、自動的に結果の算出ができます。 

 

3) CASBEEかながわにおける重点項目 

   CASBEEかながわでは、条例の趣旨を踏まえて、環境配慮項目のうち、特に「地球温暖化への配

慮」及び「ヒートアイランド現象の緩和」に関する項目を重点項目として扱っています。 

 

(1) 地球温暖化への配慮  

地球温暖化対策を推進するためには、温暖化の主要因と考えられる二酸化炭素について、排出

量の削減を進めていく必要があります。CASBEEかながわではCO2排出量の削減効果について評価で

きるように、建築物のLCCO2（ライフサイクルCO2:建設してから解体するまでの建築物の一生で使

われる資材・エネルギーをCO2排出の量に換算し、足し合わせたもの）の削減に寄与する項目（材

料使用量の削減、既存躯体などの継続利用、躯体材料におけるリサイクル材の使用、外皮性能、

建物の熱負荷抑制、自然エネルギー利用、設備システムの高効率化、効率的運用、躯体材料の耐

用年数）を重点項目とします。 

 

(2) ヒートアイランド現象の緩和  

ヒートアイランド現象とは、都市部の気温が周辺部よりも高くなる現象であり、その主な要因

としては、人工排熱、土地利用（緑地の減少やコンクリート、アスファルトなどの人口地表面の

増加）などが挙げられます。ヒートアイランド現象を緩和するためには、都市部の自然環境を継

承しながら、緑豊かなまちづくりを進めることが求められます。 

ヒートアイランド現象の緩和については、温熱環境の改善に関する項目（敷地内の温熱環境向

上、温熱環境悪化の改善に関する項目）を重点項目とします。 

  

(3) 関連項目  

重点項目である地球温暖化への配慮やヒートアイランド現象の緩和に間接的に関連する項目に

は次のようなものがあります。 

 

① 節水に関する配慮 (「地球温暖化への配慮」の関連項目) 

私たちが普段使っている水の処理や給水にも、大量のエネルギーが使われています。 

節水もCO2削減には有効な手段です。 

 

② 生態系保全に関する配慮(「ヒートアイランド現象の緩和」の関連項目) 

まちの緑をネットワークでつないだり、既存の樹木などの生き物が継続して生息できる環境を

残すなど、豊かな生態系が守られるよう、生物環境に配慮した計画が望まれます。 
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2.3 CASBEEかながわの評価方法 

1）評価に必要なもの（ツール） 

評価には、「CASBEE-建築（新築）評価ソフト」及び「CASBEEかながわ重点項目シート」の２つ

のソフトを使用します。(いずれもマイクロソフト「エクセル」ソフトです。) 

評価にあたっては、一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター（IBECs）発行の「CASBEE-建

築（新築）評価マニュアル」及び「建築物温暖化対策計画書制度マニュアル（本書）」を参照の

上、 

① 初めに「CASBEE-建築（新築）」で評価を行った後に、 

② その結果の一部を「CASBEEかながわ重点項目シート」に入力(転記)してください。 

 

 (1) CASBEEかながわの入手方法 

CASBEEかながわ評価ソフト（「CASBEE-建築（新築） 評価ソフト」、「CASBEEかながわ重点項目

シート」）、「CASBEE-建築（新築）評価マニュアル」、「建築物温暖化対策計画書制度マニュアル

（本書）」は、以下のホームページアドレスからダウンロードできます。 

 

神奈川県ホームページ（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6675/p20414.html）を

ご覧ください。 

（簡単アクセス！→ 検索サイトで「CASBEEかながわ」で検索） 

 

※ CASBEEは随時更新されていますので、評価年度において神奈川県が指定するバージョンを使

用してください。 

既に提出した計画書の届出等や表示等については、提出した年度の評価ソフトである

「CASBEE-建築（新築）2016年版」や「CASBEE-建築（新築）2014年版」、「CASBEE-新築（簡易

版）2010年版」、「CASBEE-新築（簡易版）2008年版」を使用します。 

 

（評価ソフト使用上のご注意） 

※ 地球温暖化対策の取組みを進めていただくために(基本設計段階からの取組み)  

 

地球温暖化対策に配慮した設計を確実かつ効率的に行うためには、基本計画段階からの取組

みが重要ですが、「CASBEEかながわ」のベースとなる「CASBEE-建築（新築）」は、基本設計・

実施設計・竣工の３つの段階でそれぞれ評価できる仕組みとなっています。「CASBEEかなが

わ」の評価にあたっては、基本設計段階から以下に示すチェックを行う事が有効です。 

 1. 各評価項目の採点基準を確認する 

 2. 設計の中で特に取組む内容について、関連する評価項目を確認し目標レベルを設定す

る 

 3. 上記による簡易評価を実施し、目標とするランクを確認する 
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2021年SDGs対応版評価ソフトはWindows版のExcel2016で動作確認を行っています。また、2016

年版評価ソフト及び2014年版評価ソフトは、Windows版のExcel2007以降で動作確認を行っていま

す。 

2014年版より、ファイルのフォーマットがExcel2007以降の形式（.xlsx）に変更されまし

た。保存する際は、Excel97-2003形式（.xls）では保存しないようにしてください（ファイルが

壊れる可能性があります。）。また、Mac版やExcel2003以前のバージョンでの動作を保証する

ものではありません。 

また、2008年版評価ソフト及び2010年版評価ソフトはWindows版のExcel 2003で動作確認を

行っています。Excel2007-2010 をご使用の場合、必ず97-2003形式で保存してください。指定の

形式以外では正しく動作しないことがあります。 

なお、CASBEEに関するQ&A等は、一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センターの「CASBEEのペー

ジ」（http://www.ibec.or.jp/CASBEE/qanda/qanda.htm）に掲載されていますので、参考にしてくださ

い。 

 

(2) CASBEEかながわの評価シート 

CASBEEかながわの評価シートは、次ページの図2‐1に示すシートで構成されています。 

各シートの入力内容や評価項目の採点基準などは、以下のマニュアルを参照してください。 

●｢CASBEE-建築（新築）｣に含まれるシート 

⇒ CASBEE-建築（新築）評価マニュアルをダウンロードして参照してください。 

●｢CASBEEかながわ重点項目シート｣ 

⇒ 2.3 の「4）「CASBEEかながわ重点項目シート」による評価方法及び解説」（25ペー

ジ）を参照してください。 

  



2.建築物温暖化対策計画書の作成について 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        CASBEE-建築（新築）ソフトに含まれるシート 

    CASBEE-建築（新築）ソフトに含まれないシート 

                  ※二重枠のシートは公表されます 

図2-1  CASBEEかながわ評価シートの全体構成 

メインシート 

採点シート 

計画書シート 

LCCO2算定条件シート 
（標準計算） 

CASBEE かながわ 
重点項目シート 

スコアシート 

CASBEEかながわ 

重点項目シート 

評価結果シート 

建物情報（用途、床面積等） 

採点結果（Q1～LR3） 
５段階評価（レベル１～５） 
評価がレベル３を超える項目について具

体的取組を記述 

建築物エネルギー消費性能確保計画、住宅

性能表示の等級などの転記（LR1採点シー

トの詳細入力） 

LCCO２算定の評価条件（既存躯体、高炉セ

メント利用率等） 

CASBEE 建築（新築）の評価結果の一部を

シートから転記 

CO２データシート 

重みシート 

LCCO２計算用の用途別CO２データベース 

スコア計算用の用途別重み係数データベース 

LCCO２簡易計算法の過程 
｢LR3/1.地球温暖化への配慮｣への反映 

各評価項目の得点と重み係数の一覧 
各評価分野ごとの総合得点算出 

評価結果のグラフ表示 
BEE 値の算出とランキングを星の赤数で

表示 
LCCO２概算値をグラフと緑星の数で表示 
環境配慮設計のコンセプトを表示 

神奈川の重点項目への取組み度の結果 
重点項目評価結果のスコア算出に関わる

各項目のレベルや指標 

＜出力項目＞ 

＜入力項目＞ 

配慮事項記入シート 評価建物における環境配慮のコンセプト

を記述 

 

 

排出係数シート 

LCCO２計算シート 

LCCO2 標準計算に用いられる排出係数の

設定 
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2) 「CASBEE-建築（新築）」による評価方法 

評価にあたっては、まず「CASBEE-建築（新築）」で評価を行った後に、その結果の一部を

「CASBEEかながわ重点項目シート」に入力(転記)してください。 

 

※ LCCO2の標準計算と個別計算について 

CASBEE-建築（新築）2016年版では、建物のLCCO2排出量の計算について、「標準計算」のほ

か、評価者自身が独自にデータ収集と計算を行う「個別計算」を選択することができ、後者にお

いては「オフサイト手法」として、建物敷地外のカーボンオフセットへの取組み（グリーン電力

証書やカーボンクレジットの購入、電気事業者の調整後排出係数の利用など）を評価に加えるこ

とが可能です。 

しかしながら、①本来エリアを県域に限定しない「オフサイト手法」について県では複数建物

への重複や償却を確認できないこと、②「個別計算」の結果は「LR3/1 地球温暖化への配慮」の

スコアや「総合評価」には反映されない（影響を与えない）ことから、CASBEEかながわにおいて

は「標準計算」に限定するものとします。  

 

※ 「CASBEE-建築（新築）」による評価方法の詳細については、「CASBEE-建築（新築）評価マニュア

ル」をご覧ください。 

 

 (1) 評価する建築物 

① 敷地内に複数棟ある場合 

計画書は棟ごとに作成します。１棟毎に評価シートを作成してください。またその場合、仮想

境界を設定して評価を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 増築建築物の評価 

● 増築の分類 

対象建物が増床を伴う場合、建築基準法上では「増築」として扱われます。この増築は、概

ね下記のように分類されます。 

・ 建物の既存部分と増床部分が不可分な場合 

   （例えば、吹抜部分に床を増床する、屋上にペントハウスを増床するなど） 

 ・ 建物の既存部分と増床部分が明確に区分して考えることができる場合 

   （隣接して建物を新築し、渡り廊下で繋ぐなど） 

 

● 増築についてのCASBEEかながわの評価方法 

・ 増築部分が2,000㎡以上の場合には、増築部分をCASBEE-新築に準拠して評価します。 

延べ面積 

3000㎡ 

延べ面積 

7000㎡ 

200㎡ 

敷地 

<同一区域内に複数の建築物を計画する場合> 

計画書 計画書 
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・ 既設の建築物がある大きな敷地の中に増築等する場合などには、原則として仮想境界を設

定してください。この場合の境界の設定は、評価対象建築物に直接関係する敷地範囲となり

ます。 

 

③ 「機械式駐車場」の評価 

● 機械式駐車場のみにより構成されている独立建物を評価する場合 

【評価方法】 

・ 機械式駐車場はCASBEEの評価対象外となるため、再生可能エネルギーを活用するための設備

等の導入の検討のみ行ってください。 

 

● 機械式駐車場が内蔵されている場合 

（例） 

 
【評価方法】 

・ 機械式駐車場はCASBEEの評価対象外となるため、対象部分の延床面積を算入せずに評価を行 

ってください。 
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3) 「CASBEE-建築（新築）」の評価結果の解説 

 (1) ｢CASBEE-建築（新築）2021年SDGs対応版」評価結果シート（例） 
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※「CASBEE-建築（新築）評価結果シート」の解説 

「1-1 建物概要」 

建築物の名称及び建設地、建築物の用途、敷地面積及び延べ面積、建築物の竣工年月等を示

します。 

 

「2-1 建築物の環境効率(BEEランキング＆チャート)」 

Q(建築物の環境品質)とL(建築物の環境負荷)の評価結果から算出される「建築物の環境効率: 

BEE」を表示しています。QとLの値は、それぞれQ分野の総合得点(スコア)Q、及びLR分野の

総合得点(スコア)LRから導かれます。縦軸にQ、横軸にLをとったBEEのグラフ上で、BEEの傾

きに従ってCからSの５ランクで建築物の総合的な環境性能評価結果をランキングします。 

グラフの上にはBEEの結果を星の数で示しています。 

 

ランク 評価 BEE値ほか ランク表示 

S 素晴らしい BEE=3.0以上、Q=50以上 赤 ★★★★★ 

A 大変良い BEE=1.5以上3.0未満 赤 ★★★★ 

B+ 良い BEE=1.0以上1.5未満 赤 ★★★ 

B- やや劣る BEE=0.5以上1.0未満 赤 ★★ 

C 劣る BEE=0.5未満 赤 ★ 

 

「2-2 ライフサイクルCO2(温暖化影響チャート)」 

一般的な建物のライフサイクルCO2である参照値(①)と、参照値に対する評価対象建築物のラ

イフサイクルCO2（②～④）が棒グラフで表示されます。評価対象建築物がどれだけCO2排出量

を削減しているか比較できます。（計算の詳細は、29ページの「表2-4 地球温暖化への配慮の

評価方法」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①参照値： 

各建物用途において基準となる

標準的な建物のLCCO2排出量 

②建築物の取組み： 

ｴｺﾏﾃﾘｱﾙや建物の長寿命化、省エネ

など、評価する建物本体での取組み

を反映したLCCO2排出量 

④上記＋オフサイト手法： 

ｸ゙ ﾘー ﾝ電力証書やｶー ﾎ゙ ﾝｸﾚｼ゙ ｯﾄの購入

等によるｶー ﾎ゙ ﾝｵﾌｾｯﾄの取組みを反映

したLCCO2排出量 

（「標準計算」では使用しません） 

③上記＋②以外のｵﾝｻｲﾄ手法： 

②以外で敷地内での再生可能エネル

ギー導入（標準計算では太陽光発電

による削減分）を反映したLCCO2排

出量 （⇒「CASBEEかながわ重点項

目シート」に転記） 

CASBEEにおけるLCCO2の計

算方法には、「標準計算」

と「個別計算」があります

が、CASBEEかながわでは

「標準計算」を使用しま

す。 
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LCCO2排出率（参照値に対する排出の割合） ランク表示 

30％以下 緑 ☆☆☆☆☆ 

30％超 ～  60％以下 緑 ☆☆☆☆ 

60％超 ～  80％以下 緑 ☆☆☆ 

80％超 ～ 100％以下 緑 ☆☆ 

100％超  緑 ☆ 

 

 

「2-3 大項目の評価（レーダーチャート）」 

Q1からLR3まで６分野毎の得点がレーダーチャートに一括して示され、評価対象建築物にお

ける環境配慮の特徴が一目でわかるようになっています。 

 

「2-4 中項目の評価（バーチャート）」 

QとLは、それぞれ３つの評価分野に分かれています。 

Q(建築物の環境品質)については、上欄に、「Q1室内環境」、「Q2サービス性能」、「Q3室外環境

(敷地内)」の３つの分野ごとの評価結果が棒グラフで表示されます。また、LR(建築物の環境負

荷低減性)については、下欄に、「LR1エネルギー」、「LR2資源・マテリアル」、「LR3敷地外環

境」の評価結果が同様に表示されます。レベル３(赤い線)が一般的な取組みレベルを示し、そ

れ以上がレベル４、レベル５、それ以下はレベル２、レベル１となります。 

 

「3 設計上の配慮事項」 

評価建物の環境配慮の全体像を第三者が把握し易くするために、環境配慮設計における配慮

事項を表示します。 
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(2) ｢CASBEE-建築（新築）2021年SDGs対応版」スコアシート（例） 

 

①～⑭の評価結果は

CASBEEかながわ重点項

目シートに転記します 

② 

① 
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⑭ 

⑬ 
⑫ 
⑪ 

⑩ 
⑨ 
⑧ 
⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 
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※ 番号のあるセルは、神奈川県の重点項目です。CASBEEかながわ重点項目シートに評価点を転記して

ください。  
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4) 「CASBEEかながわ重点項目シート」による評価方法及び解説 

 ● CASBEEかながわ重点項目シート(例) 

 

 

ア 

イ 

ウ 

エ 

オ 

カ 
キ 
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(1) 「CASBEEかながわ重点項目シート」の入力項目 

入力項目は以下のとおりです。「CASBEE-建築（新築）」の評価結果を参照しながら、入力（転

記）してください。 

 

ア 提出年月日 

イ 使用評価ソフト名及びそのバージョン 

ウ 建物の名称、BEE値を「CASBEE-建築（新築）」の評価結果シートから転記(入力) 

エ LCCO2（ライフサイクルCO2）排出率を｢評価結果シート｣のライフサイクルCO2(温暖化影響チ

ャート)から転記（入力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 配慮事項別のCASBEEのスコアを、スコアシートから転記(入力) 

・ 地球温暖化への配慮     ①LR3/1, ②LR2/2.1, ③ LR2/2.2, ④LR2/2.3 

⑤ Q1/2.1.2, ⑥LR1/1, ⑦LR1/2, ⑧ LR1/3, ⑨ LR1/4 

⑩ Q2/2.2.1 

・ ヒートアイランド現象の緩和 ⑪Q3/3.2, ⑫ LR3/2.2 

・ 関連項目          ⑬LR2/1.1, ⑭Q3/1 

 

 

カ 再生可能エネルギーの導入状況を、プルダウンリストから選択（導入予定の場合は「〇」、

導入予定がない場合は「－」） 

  太陽光発電設備を導入予定の場合は、定格出力も入力する。 

  ただし、全量売電は重点項目シートへの記載（及びラベルへの表示）をしない。 

 

キ <自由記述>欄には、重点項目について、設計上の工夫など、配慮事項の概要を記載 

⇒ 「③上記＋②以外のオンサイト手法」のLCCO2排

出率を使用 

（②以外の手法がない場合は、②と同じ排出率が表示

されています） 
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(2) 「CASBEEかながわ重点項目シート」の解説 

「1 総合評価の結果」 

建築物の名称、CASBEE-建築（新築）での評価結果のうちBEE値（建築物の環境効率）を５点

満点（小数点以下１位まで）、BEE値のランク（C～Sの５ランク）及び対応する星の数を示しま

す。 

 

「2 重点項目への取組み度」 

CASBEEかながわの重点項目である｢地球温暖化への配慮｣および｢ヒートアイランド現象の緩

和｣への取組み度の結果を示します。各項目への取組み度が５段階の若葉マークで表示されま

す。 

 

重点項目 評価結果の区分 表示方法 

地球温暖化への配慮 

（LCCO2排出率） 

100%  ＜ LCCO2  

80%   ＜ LCCO2  ≦ 100%  

60%   ＜ LCCO2  ≦ 80%  

30%   ＜ LCCO2  ≦ 60%  

LCCO2  ≦ 30%  

ヒートアイランド現象の

緩和 

（スコア値） 

1.5未満  

1.5以上2.5未満  

2.5以上3.5未満  

3.5以上4.5未満  

4.5以上  

※ 重点項目「地球温暖化への配慮」の若葉マークの数は、｢評価結果シート｣のライフサイクル

CO2(温暖化影響チャート)の緑星（☆）の数と同じになります。 

 

「3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア」 

「地球温暖化への配慮」のLCCO2算出方法 

標準計算によるLCCO2排出量を表示します。 

CASBEE-建築（新築）の評価項目のうち、LCCO2に関係する項目は概ね以下のとおりです。  

LR3/1の評価レベル算出は、次ページの表2-4の解説によります。 

 

・ 地球温暖化への配慮（LR3/1） 

・ 材料使用量の削減 （LR2/2.1）      

・ 既存建築躯体などの継続使用 （LR2/2.2） 

・ 躯体材料におけるリサイクル材の使用（LR2/2.3） 

・ 外皮性能 （Q1/2.1.2）         

・ 建物の熱負荷抑制 （LR1/1） 

・ 自然エネルギー利用 （LR1/2）     

・ 設備システムの高効率化 （LR1/3） 

・ 効率的運用 （LR1/4）         
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・ 躯体材料の耐用年数 （Q2/2.2.1）  

 

「ヒートアイランド現象の緩和」のスコア算出方法 

CASBEE-建築（新築）の評価項目のうち、次の評価項目の評価（レベル１～５）の平均値を

スコア値とします。 

   ・敷地内温熱環境の向上  （Q3/3.2）   

・温熱環境悪化の改善    (LR3/2.2） 

 

「関連項目」 

  重点項目に間接的に関連する節水への取組み度合い及び生物環境の保全と創出に関する配

慮に係る評価を表示します。重点項目の評価には反映されません。 

 

「主な指標および効果」 

重点項目に関連する重要な指標を表示します。ライフサイクルCO2削減率については、

「CASBEE-建築（新築）」における算出結果を表示します。 

      

「再生可能エネルギーの導入状況」 

 規則で定める再生可能エネルギーの導入状況について表示します。 

 

「設計上の配慮事項（自由記述）」 

重点項目に係る配慮事項や高効率の機器等の導入状況などを記載します。 

 

 

表2-4  LR3.1地球温暖化への配慮 の評価方法 

LR3.1. 地球温暖化への配慮  

事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

用 途 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

レベル１ 

～ 

レベル５ 

本項目のレベルは、ライフサイクル CO2 の排出率を１～５に換算した値（小数点以下第１位まで）であ

ら 

わされる。 

 

なおレベル１、３、５は以下の排出率で定義される。 

レベル１：ライフサイクル CO2排出率が参照値に対して１２５％以上 

レベル３：ライフサイクル CO2排出率が参照値に対して１００％ 

レベル５：ライフサイクル CO2排出率が参照値に対して５０％以下 

 

□解 説 

ここでは、地球温暖化対策への取組み度合いをライフサイクルCO2という指標を用いて評価する。現在、地

球環境問題として最も重要視されているのが地球温暖化であり、その影響を計るためには、地球温暖化ガスと

して代表的な二酸化炭素（CO2）がどれくらい排出されるかという総量に換算して比べることが一般的である。こ

のようなCO2排出の量を建築物の一生で足し合わせたものを、建築物の「ライフサイクルCO2（LCCO2）」と呼ん

でいる。 

建築物におけるLCCO2の算定は、通常膨大な作業を伴うが、CASBEEにおいてはこれを簡易に求め、概算
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することとした（「標準計算」と呼ぶ。算出手順や算定条件などの詳細はPARTⅢ「２．３ 評価方法」を参照）。具

体的には、各建物用途において基準となるLCCO2排出量（省エネ法の建築主の判断基準に相当する省エネ性

能などを想定した標準的な建物のLCCO2）を設定した上で、建設段階、運用段階、修繕・更新・解体段階にお

いて、CO2排出に関連する評価項目の結果（採点レベル）からほぼ自動的に算定できるようにしている。 

 

 

１） 建設段階 

「LR2.資源・マテリアル」では、「既存建築躯体の継続使用」や「リサイクル建材の活用」が評価されている。これ

らの対策を考慮した建設資材製造に関連したCO2（embodied CO2）を、既存躯体の利用率、高炉セメントの利

用率から概算する。 

 

 

２） 運用段階 

「LR1.エネルギー」において評価している「ＢＥＩ（一次エネルギー消費率）」等を用いて、運用段階のCO2排出を

簡易に推計する。 

 
３） 修繕・更新・解体 

長寿命化の取組みによる耐用年数の向上が「Q2.サービス性能」で評価されている。ただし、具体的な耐用年数の延命を

LCCO2の計算条件として採用できる程の精度で推定することは難しい。従って、住宅を除き耐用年数は一律として、LCCO2

を推計する。 

・事務所、病院、ホテル、学校、集会場…60年固定 

・物販店、飲食店、工場…30年固定 

・集合住宅…日本住宅性能表示制度の劣化対策等級に従って、30、60、90年とする。 

 

これら以外にもCO2排出量に影響をもつ様々な取組みがあるが、ここでは、比較的影響が大きく、一般的な評価条件を設

定し易い取組みに絞り、評価対象としている。従って、評価対象を一部の取組みに絞っているため、これ以外の取組みは評

価されない。また、他の採点項目の評価結果を元に簡易的に計算しているため、その精度は必ずしも高いとはいえない。しか

し地球温暖化対策を推進するためには、CO2排出量のおよその値やその削減効果を広く示すことが重要と考え、まずはおお

まかな値でも示すこととした。 

なお、評価者自身による詳細な計算（「個別計算」と呼ぶ。）を実施した場合は、本項目のスコアには反映されないこととし

ている。 

 

（CASBEE-建築（新築）2016年版 マニュアルより抜粋） 

※ 詳細なLCCO2の算出方法は、CASBEE-建築（新築）マニュアル（PartⅢ 解説）を参照してください。 

 

 

2.4 再生可能エネルギー等の活用の検討 

建築物温暖化対策計画書には、｢CASBEEかながわ｣による建築物の温暖化対策の取組みの評価の他

に、再生可能エネルギー等を活用するための設備等の導入について検討した結果を記入していただき

ます。 

建築主は、次に挙げる再生可能エネルギー等を活用した設備機器等について、敷地条件、技術的条

件、経済的条件などを考慮して導入を検討します。 

 

1）活用を検討する再生可能エネルギー等 

本制度で活用を検討する再生可能エネルギー等は、以下のとおりです。 

ア 太陽光発電設備 
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イ 太陽熱利用設備 

ウ 風力発電設備 

エ バイオマス発電・熱利用設備 

オ 水力発電設備 

カ 温度差熱利用設備（地中熱、温泉水、表層水等と外気の温度差を利用する設備をいう。） 

キ 建築物躯体の構造上の工夫により、電気や燃料等を使用せずに自然の光、熱、風等を利用し

て室内環境の調節を行うことを目的とした次の設備 

・自然光利用設備 

・日射熱利用設備 

・地中熱利用設備 

・自然換気設備 

ク 条例第２条第５号に規定する温室効果ガスの排出に著しく寄与する機械器具（p64参照） 

 

2）再生可能エネルギー等を活用するための検討方法 

建築主は、敷地条件、技術的条件、経済的条件などを考慮して、1)に掲げる再生可能エネルギー等

を活用した設備機器等について、以下の設備導入検討チェックシートにより導入を検討します。 

ア 太陽光発電設備導入検討チェックシート 必須 

イ 太陽熱利用設備導入検討チェックシート 必須 

ウ 風力発電設備導入検討チェックシート 

エ バイオマス発電・熱利用設備導入検討チェックシート 

オ 水力発電設備導入検討チェックシート 

カ 温度差熱利用設備導入検討チェックシート 

キ パッシブシステム導入検討チェックシート 

 ク 天然ガスコージェネレーションシステム導入検討チェックシート必須 

 

 

 

 

 

3）検討結果 

検討の結果、再生可能エネルギー等を活用するための設備を設置することとした場合、建築物温暖

化対策計画書に導入予定設備を記入してください。（その場合、設備の位置、形状を明示した図面、仕

様書、カタログの写しなどの添付を求めることがあります。） 

再生可能エネルギー等を活用した設備の導入ができないと判断した場合にはその理由を明らかにし

てください。 

 

4) 提出について 

・検討に用いたチェックシートは、検討の内容を確認する書類として、計画書に添付してくださ

い。（なお、2）のア、イ、クのチェックシートについては、原則として全ての建築主の方に添付を

お願いします。） 

・2)のア、イのチェックシートには、設置検討位置を明示した図面、周囲の建物の状況等が分かる

日照関係図（受光障害ありの場合）を添付してください。 

・太陽光発電、太陽熱利用、未利用熱利用設備を導入しようとする場合は、年間想定発電量や概算

熱利用量等が分かる資料を添付してください。 

※ 各設備の導入検討シート、シートによる再生可能エネルギー等活用検討の手引きは、本マニュア

ル ５．資料編（72ページ）に掲載しています。 
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３. 建築物環境性能表示及び届出について 

3.1 建築物環境性能表示の概要 

建築物環境性能表示は、建築物温暖化対策計画書の提出を行なった建築物について、｢CASBEEかな

がわ｣による環境性能の自己評価結果を、建築物の販売または賃貸のための広告に表示する（広告へ

の表示）、あるいは当該建築物に掲示する（建築物への掲示）仕組みです。 

 

1）建築物環境性能表示の目的 

建築物環境性能表示は次のことを目的としています。 

 建築物購入者、賃借人に分かりやすく情報提供し、環境に配慮した建築物を選択しやすいよう

にすること 

 地球温暖化対策に配慮した建築物が市場で評価される仕組みをつくること 

 建築主の地球温暖化対策に対する自主的な取組を促進すること 

 

2）建築物環境性能表示の対象  

(1) 広告への表示 

 建築物温暖化対策計画書を提出した建築主は、当該建築物の販売や賃貸を目的とした、一定の

要件を満たした広告（要件は、3.2の「2）建築物環境性能表示が必要な広告媒体の要件」（38

ページ）参照）を行う際には、広告中に建築物環境性能を示す標章（ラベル）の表示が義務付

けられます。（ただし、義務付けについては、竣工後３年が経過していない建築物について行う

広告に限ります） 

 建築主が販売又は賃貸を委託した場合も、同様です。 

 また、計画書を提出した建築主及び建築主から販売又は賃貸を委託された者（以下、「販売等

受託者」といいます）は、当該建築物を購入または賃借しようとする方にその建築物の環境性

能を説明するよう努めてください。 

 

 

対象となる建築物については、次のとおりです。 

● 特定建築物 

延べ床面積（増築又は改築の場合はそれぞれ当該増改築に係る部分の面積）の合計が2,000㎡

以上の建築物の新築、増築、改築 

⇒販売や賃貸を目的とした広告を行う際には、広告中に建築物環境性能を示す標章（ラベル）

の表示が義務付けられます。また、表示をした旨の届出が義務付けられます。 

● 特定建築物以外の建築物 

延べ床面積（増築又は改築の場合はそれぞれ当該増改築に係る部分の面積）の合計が300㎡以

上2,000㎡未満の建築物のうち、任意で建築物温暖化対策計画書を提出した建築物。 

⇒販売や賃貸を目的とした広告を行う際には、広告中に建築物環境性能を示す標章（ラベル）

の表示を任意で行うことができます。なお、表示をした場合には、その旨の届出が義務付け

られます。 
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(2) 建築物への掲示 

建築物温暖化対策計画書を提出した建築主は、任意で当該建築物に建築物の環境性能を示す表

示を掲示し、建築物の環境性能に関する情報を対外的にアピールすることができます。 

 

● 対象 

建築物温暖化対策計画書の提出を行った建築物（特定建築物または特定建築物以外の建築

物）を対象とします。なお、掲示をした場合には、その旨の届出が義務付けられます。 

 

(3) 届出手続きの流れ 

建築物環境性能表示を行った場合は、県が定める様式に従って、以下の届出が必要です。 

○ 建築物環境性能表示届出書（規則第14号様式） 

(環境性能表示を広告に表示させた翌日から15日以内) 

○ 建築物環境性能表示変更届出書（規則第15号様式） 

(変更後の表示を広告に表示させた翌日から15日以内) 

○ 建築物環境性能表示掲示届出書 （規則第16号様式） 

(環境性能表示を建築物に掲示した翌日から15日以内)) 

●提出部数    各１部   

 

（添付書類その他、届出の詳細は「3.2建築物環境性能表示（広告への表示）及び届出につい

て」、「3.3建築物の環境性能を示す表示（建築物への掲示）及び届出について」を参照してくださ

い。） 

 

問い合わせ先、提出窓口： 

神奈川県環境農政局 脱炭素戦略本部室 計画書審査ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 

TEL  (045)210-1111   
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図3-1  建築物環境性能表示のための届出手続きの流れ 

3.2 建築物環境性能表示（広告への表示）及び届出について 

建築物温暖化対策計画書を提出した建築主または販売等受託者は、当該建築物の販売や賃貸を

目的とした広告を行う際には、広告中に建築物環境性能を示す標章（ラベル）を表示しなければ

なりません。（ただし、義務付けについては、竣工後３年が経過していない建築物について行う広

告に限ります） 

また、当該建築物を購入または賃借しようとする方に建築物の環境性能を説明するよう努めて

ください。 

 1) 表示内容・方法 

(1) 表示内容について 

CASBEEかながわの評価結果に基づいて、以下で示す項目について環境性能を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標章（ラベル） 
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①神奈川県の重点項目の評価結果 

建築物の環境性能に関する評価結果のうち、以下のCASBEEかながわ重点項目の評価結果

（各項目 ５段階評価）を若葉のマークの数で示します。 

 
 

 

重点項目 評価結果の区分 表示方法 
地球温暖化への配慮 
（LCCO2排出率） 

100%  ＜ LCCO2  

80%   ＜ LCCO2  ≦ 100%  

60%   ＜ LCCO2  ≦ 80%  

30%   ＜ LCCO2  ≦ 60%  

LCCO2  ≦ 30%  

ヒートアイランド現象の
緩和 
（スコア値） 

1.5未満  

1.5以上2.5未満  

2.5以上3.5未満  

3.5以上4.5未満  

4.5以上  

※ 重点項目「地球温暖化への配慮」の若葉マークの数は、｢評価結果シート｣のライフサイクル

CO2(温暖化影響チャート)の緑星（☆）の数と同じになります。 

②CASBEE-建築（新築）の総合評価結果 

建築物の総合的な環境性能を、CASBEE-建築（新築）の建築物の環境性能ランクによる星の    

数で表示します。 

 
★☆☆☆☆ ・・・・CASBEE-建築（新築）による建築物の環境性能ランクC に相当 

★★☆☆☆ ・・・・CASBEE-建築（新築）による建築物の環境性能ランクB- に相当 

★★★☆☆ ・・・・CASBEE-建築（新築）による建築物の環境性能ランクB+ に相当 

★★★★☆ ・・・・CASBEE-建築（新築）による建築物の環境性能ランクA に相当 

★★★★★ ・・・・CASBEE-建築（新築）による建築物の環境性能ランクS に相当 

 

③温暖化対策計画書の受付番号 

様式中「20XX年度受付-No.XXX」とあるのは、知事の指示に従って表示してください。 

 

 

 

 

 

 

・地球温暖化防止対策 …… 建物の断熱性、 

設備の省エネ性 等 

・ヒートアイランド対策 … 建築の排熱、 

緑化対策 等 

・再生可能エネルギーの導入状況 …太陽光発電など再生

可能エネルギー活用設備の

導入状況 
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(2) 標章（ラベル）の様式 

標章はCASBEEかながわ重点項目シートで出力されたものを使用してください。なお、表示に

際しては色やサイズ等、以下の事項に注意してください。 

 

● 建築物環境性能表示（広告表示用）の様式 

 

カラーの場合                  白黒の場合 

                          

                         
 

 

 

 

① サイズ 

大きさは、書面による場合、縦37㎜以上、横60㎜以上とします。 

CASBEEかながわにより出力された標章を拡大する場合は、図（Windowsメタファイル）形式

によるなどして、文字やシンボル、★、  印などの配置や大きさなどについての割合、比

率を変更しないで使用してください。 

 

② 色指定 

カラーの場合（４色分解による色指定） 白黒の場合 

基本（緑） 

（C:96 %, M:4 %, Y:100 %, K:1 %） 

基本（スミ 100 %） 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:100 %） 

未得点星印・未得点若葉マーク（薄灰） 

（C:23 %, M:16 %, Y:13 %, K:2 %） 

未得点星印・未得点若葉マーク（薄灰） 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:20 %） 

黒文字 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:100 %） 

黒文字 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:100 %） 

白文字 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:0 %） 

白文字 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:0 %） 

薄灰文字 

（C:23 %, M:16 %, Y:13 %, K:2 %） 

薄灰文字 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:20 %） 

 

 

 

 

 

 

 

60mm以上 

37mm 

以上 



3.建築物環境性能表示及び届出について 

 

34 

③ ５段階評価を表す星印（★）の数について 

 

５段階評価を表す星印（★）の数はCASBEE-建築（新築）の評価結果を基に、前述の(1)②の

方法で星印の数を表示します。星印を表示する位置は、星印ひとつ（★）の場合は一番左の位

置に星印を、星印２つ（★★）の場合は一番左側及びその右側の位置に星印を表示し、星３つ

以降については順次星印を右側に追加して表示します。 

 

 
 

 

 

2) 建築物環境性能表示が必要な広告媒体の要件 

 

価格又は価格帯及び間取りが表示される次の広告が対象となります。その広告の見やすい場所

に１箇所以上表示するものとします。ただし、書面によるもの（下記④、⑤は除く）であって、

当該広告の面積が62,370平方ミリメートル（日本工業規格A列4番相当（210mm×297mm））以下

のものは表示を省略することができます。（※） 

 

① 新聞紙に掲載される広告 

② 雑誌に掲載される広告 

③ 新聞へ折り込みその他の方法より配布されるチラシ、ビラ、パンフレット、小冊子等 

④ 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方法による

記録その他これらに類するもの（CD, DVD, ビデオテープなど） 

⑤ インターネットの利用による広告 

 

 

 

（※）表示を省略できる広告面積の算出方法 

表示を省略できる広告面積の算出方法は、次のとおりです。 

1. 一つの広告に複数の建築物等の広告が掲載されている場合は、建築主が広告する建

築物の広告面積を基準としてください。 

2. 建築主が広告する建築物の広告と隣接する他の広告・記事等それぞれについて、隣

接する側に一番近い文字、数字、記号、イラストおよび写真などの隣接側の端と端の

中心線を広告の境界と判断して面積を算出します。 

3. 隣接する広告、記事等がない場合は書面の端を基準として広告の面積を算出しま

す。 
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・同一敷地内の複数棟を同一の広告に掲載する場合の取扱い 

建築物一棟ごとに建築物環境性能表示を表示することが原則です。この場合、建築物と、建

築物環境性能表示との対応関係が分かるよう、対象となる棟名などを建築物環境性能表示の隣

接した箇所にわかりやすく表示するなどしてください。 

複数棟のうち一部が建築物環境性能表示の対象となる場合は、対象となる建築物についての

み一棟ごとに建築物環境性能表示を表示することが原則です。なお、評価結果が全く同一とな

る建築物が複数棟ある場合には、まとめて１つの建築物環境性能表示とすることができます。 

 

3) 環境性能表示（広告への表示）の届出 

 

(1) 環境性能表示の届出 

計画書を提出した建築主は、建築物環境性能表示を広告に表示したときは、翌日から起算して

15日以内に、建築物環境性能表示届出書（規則第14号様式）に広告又はその写しを添付して届け

出てください。 

同じ建築物の広告を複数回にわたって行う場合は、建築物環境性能表示は複数回全ての広告に

表示しなければなりませんが、届出は、最初に表示を行った広告時にのみ行ってください。 

同一敷地内に建築物が複数棟ある場合で、広告時期が異なる場合は、それぞれの建築物ごとに

最初に表示を行った広告時に届出を行ってください。 

 

・届出書に添付する広告またはその写し 

届出書に添付する広告又はその写しは、磁気的方法又は光学的方法その他人の知覚によって認

識することができない方法により記録したもの（CD, DVD, ビデオテープなど）やインターネット

の利用によるものの場合は、広告内容及び建築物環境性能表示の内容を印刷したものを広告の写

しとして添付してください。 

 

(2) 変更後の表示の取り扱い 

・建築物環境性能表示の変更後の届出 

建築物環境性能表示を広告に表示させた建築主は、建築物環境性能表示の内容に以下の変更が

生じた場合は、変更後の新たな建築物環境性能表示を広告に表示し、届出をしてください。届出

は、変更後の建築物環境性能表示を広告に表示した翌日から起算して15日以内に、建築物環境性

能表示変更届出書（規則第15号様式）に変更後の表示を行った広告、またはその写しを添付して

届け出てください。 

 

 

・建築物環境性能表示の内容に変更が生じた場合 

建築物温暖化対策計画書の内容に次のような変更が生じた場合は、変更後の広告表示を行うと

ともに、その旨の届出が必要です。 

① 重点項目（地球温暖化防止対策、ヒートアイランド対策）の評価を示す若葉マークの数

（  ）に変更が生じる場合 

② 総合評価の星印（★）の数に変更が生じる場合 

 

・変更後の建築物環境性能表示による広告 
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変更後の建築物環境性能表示を速やかに広告に表示してください。この場合、変更したこと

が分かるよう、変更した内容を環境性能表示の隣接した場所にわかりやすく表示してくださ

い。 

例：「総合評価」については、評価が変更になっています。（評価を変更しました） 

「地球温暖化防止対策」については、若葉２つから３つに変更になっています。 

また、建築物の購入や賃借をしようとする方や、既に契約を締結した方に対し、変更内容を

説明するようにしてください。 

 

4) 環境性能の説明事項 

計画書を提出した建築主及び販売等受託者は、当該建築物を購入または賃借しようとする方に

対し、当該建築物に係る次の事項について説明をするよう努めてください。 

① 建築物温暖化対策計画書が示す環境性能 

② 建築物環境性能表示の標章（ラベル）が示す内容と評価の意味 

③ 建築物温暖化対策計画書の内容の概要が県のホームページに掲載されること 

④ 建築物環境性能表示が神奈川県温暖化対策推進条例・同施行規則・同表示基準に基づく表示で

あること 

⑤ 表示内容は建築主が自ら評価した建築物温暖化対策計画書に基づいたものであること 

⑥ 建築物環境性能表示を変更した場合は、その変更内容 

 

・宅地建物取引業法の重要事項説明との関係 

  建築物環境性能表示の内容は宅地建物取引業法が定める重要事項には該当しません。しかし、

神奈川県地球温暖化対策推進条例では建築物を購入または賃借する方が環境に配慮した建築物を

選択しやすくするためにわかりやすい情報提供を求めています。 

 

5) その他 

・適正な表示 

神奈川県地球温暖化対策推進条例の関連規定、不当景品類及び不当表示防止法、社団法人首都

圏不動産公正取引協議会不動産の表示に関する公正競争規約など、関連法令等を遵守し適正な表

示を行ってください。 

・対象外の建築物の取扱い 

 建築物環境性能表示（及び建築物温暖化対策計画書制度）の対象とならない建築物の広告に建

築物環境性能表示の標章（ラベル）を表示することはできません。また、県の建築物環境性能表

示であるとの誤認を招くような標章（ラベル）の表示は行わないでください。 

・その他 

    建築物環境性能表示は神奈川県が認証を与えるものではなく、建築主の自主的な環境配慮へ

の取組結果を表示するものです。 

 

3.3 建築物の環境性能を示す表示（建築物への掲示）及び届出について 

 

建築物温暖化対策計画書の提出を行った建築物は、当該建築物の環境性能を示す表示を掲示するこ

とができます。 
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1) 表示内容・方法 

(1) 表示内容について 

 
 

 

 

①  CASBEEかながわの評価結果に基づいて、建築物の環境性能の総合評価を、CASBEE-建築

（新築）による建築物の環境性能ランクの星の数で表示します。 

 

 
 

★☆☆☆☆ ・・・・CASBEE-建築（新築）による建築物の環境性能のランクC に相当 

★★☆☆☆ ・・・・CASBEE-建築（新築）による建築物の環境性能のランクB- に相当 

★★★☆☆ ・・・・CASBEE-建築（新築）による建築物の環境性能のランクB+ に相当 

★★★★☆ ・・・・CASBEE-建築（新築）による建築物の環境性能のランクA に相当 

★★★★★ ・・・・CASBEE-建築（新築）による建築物の環境性能のランクS に相当 

 

 

 

② 様式中「20XX年度受付-No.XXX」とあるのは、知事の指示に従って表示してください。 

 

(2) 様式 

 

●建築物の環境性能を示す表示（建築物掲示用）の様式 

 

様式はCASBEEかながわ重点項目シートで出力されたものを使用してください。なお、表示に

際しては色やサイズ等、以下の事項に注意してください。 

 色はカラーとします。（材質は問いません。） 

建築物への掲示用 

   様式 
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① サイズ 

サイズは縦150㎜以上、横150㎜以上（上部半円は直径150㎜以上）とします。 

文字やシンボル、★印などの配置や大きさなどについての割合、比率は変更しないでくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 色指定 

カラーの場合（4色分解による色指

定） 

基本（緑） 

（C:96 %, M:4 %, Y:100 %, K:1 %） 

未得点星印（薄灰） 

（C:23 %, M:16 %, Y:13 %, K:2 %） 

黒文字 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:100 %） 

白文字 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:0 %） 

上記のCMYK値の比率の色になるように印刷してください。 

 

③  ５段階評価を表す星印（★）の数について 

 

 環境性能の総合評価の５段階評価を表す星印（★）の数はCASBEE-建築（新築）の評価結果

をもとに、前述の(1)に示す方法で星印の数を表示します。星印を表示する位置は、星印ひと

つ（★）の場合は一番左の位置に星印を、星印２つ（★★）の場合は一番左側及びその右側

の位置に星印を表示し、星３つ以降については順次星印を右側に追加して表示します。 

X：１５０㎜以上 

X：１５０㎜以上 

X/2：75 ㎜以上 
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2) 建築物の環境性能を示す表示(建築物への掲示) の届出 

 

建築主は建築物環境性能表示を建築物に掲示したときは、翌日から起算して15日以内に、建

築物環境性能表示掲示届出書（規則第16号様式）に写真を添付して届け出てください。 
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４． 届出様式及び注意事項 

 

◆届出書様式 

届出書様式は、神奈川県のホームページからダウンロードすることができます。次の記入例の

下線部を参考に記入してください。 

 

(1) 建築物温暖化対策計画書（特定建築物用）（規則第 9 号様式） 

(2) 建築物温暖化対策計画書（特定建築物以外の建築物用）（規則第 10 号様式） 

(3) 建築物温暖化対策計画変更届出書（規則第 11 号様式） 

(4) 建築物新築等中止届出書（規則第 12 号様式） 

(5) 建築物新築等完了届出書（規則第 13 号様式） 

(6) 建築物環境性能表示届出書（規則第 14 号様式） 

(7) 建築物環境性能表示変更届出書（規則第 15 号様式） 

(8) 建築物環境性能表示掲示届出書（規則第 16 号様式） 

 

※ 届出を電子申請で行うこともできます。電子申請の詳しい方法などは、県のホームページをご参

照ください。 

 

 

◆再生可能エネルギー等導入検討チェックシート 

再生可能エネルギー等導入検討チェックシートは、神奈川県のホームページからダウンロード

することができます。検討時の留意点や記入例は「5.2 再生可能エネルギー等活用検討の手引

き」を参考にしてください。 

 

・太陽光発電設備導入検討チェックシート 

・太陽熱利用設備導入検討チェックシート 

・風力発電設備導入検討チェックシート  

・バイオマス発電・熱利用設備導入検討チェックシート 

・水力発電設備導入検討チェックシート 

・温度差熱利用設備導入検討チェックシート 

・パッシブシステム導入検討チェックシート 

・天然ガスコージェネレーションシステム導入検討チェックシート    提出が必須なもの 

 

提出が必須なもの 
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建築物温暖化対策計画書（特定建築物用） 

 

〇〇○○ 年 ○○月 ○○日  

神奈川県知事殿              

郵便番号 ○○○○-○○ 

住    所 ○○市○○町○丁目○番○号  

氏  名 ○○○○株式会社           

       代表取締役  ○○○○ 

 

神奈川県地球温暖化対策推進条例第19条第１項の規定により、次のとおり提出します。 

特定建築主の氏名又

は名称及び法人にあ

っては、代表者の氏名 

○○○○株式会社 

代表取締役  ○○○○ 

特定建築主の住所又は 

主たる事務所の所在地 
○○市○○町○丁目○番○号 

特定建築物の名称  ○○○○ビル 

特定建築物の所在地  ○○市○○町○○○○番○号 

特定建築物の設計者に

関する事項 

氏 名 ○○○○ 

資 格    （ 1 級 ）建築士   （ 大臣 ）登録第  ○○○○○○号 

建築士事務所名 ○○○○設計事務所 

    （ 1 級 ）建築士事務所（神奈川県）知事登録第○○○○○号 

確認申請又は計画通

知の予定年月日 
〇〇○○ 年  ○○ 月  ○○ 日 

工事の着手予定年月日 〇〇○○ 年  ○○ 月  ○○ 日 

工事の完了予定年月日 〇〇○○ 年  ○○ 月  ○○ 日 

連 絡 先       

部 署 名 ○○○○設計事務所○○部○○課 

電 話 番 号 (○○○)○○○-○○○○ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 (○○○)○○○-○○○○ 

電子メールアドレス *******＠***.**.** 

 

※ 

受 

 

付 

 

欄 

 

 
※ 

特 

 

記 

 

欄 

 

 

 

記入例及び記入上の注意事項 

本届出に対する連絡の窓口となって

いただける部署を記入してください。 

※欄は記入しないでください。 
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特 
 

定 
 

建 
 

築 
 

物 
 

の 
 

概 
 

要 

工事種別 □ 新築        ■ 増築      □ 改築 

建築面積 
 計画に係る部分   計画に係る部分以外の部分     合  計 

（○○○○、○○㎡）   （○○○○、○○㎡）     （ ○○○○、○○㎡） 

 延べ面積 
 計画に係る部分   計画に係る部分以外の部分     合  計 

（○○○○、○○㎡）   （○○○○、○○㎡）     （ ○○○○、○○㎡） 

用  途 

■事務所（○○○○、○○㎡）  □学校 （    ㎡）  ■物販店（○○○○、○○㎡） 

□飲食店（    ㎡）  □集会所（    ㎡）  □工場 （    ㎡） 

□病院 （       ㎡）  □ホテル（    ㎡）  □住宅 （    ㎡） 

 

構  造 

 

鉄筋コンクリート造 

高さ及び 

階  数 
 （ ○○、○○○）ｍ   （地上  ○○ 階、地下    ○ 階） 

特定建築物に係る 

地球温暖化対策の 

措置 

別添 

特定建築物に係る 

地球温暖化対策の 

措置の評価 

別添  

再生可能エネルギー

等の活用に係る検討

の結果 

検討を 
行った 
項 目 

 

■太陽光発電設備 
□風力発電設備 
□水力発電設備 
■その他（天然ガスコージェネレー
ションシステム、LED 照明設備）          

■太陽熱利用設備     
□バイオマス発電･熱利用設備 
■温度差熱利用設備 
 

導入予 
定設備 

 
太陽光発電設備(定格出力 ○○ｋＷ、自家消費） 
太陽熱利用設備 
LED 照明設備 

備 考 

 

 

備考 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ □のある欄には、該当する□内にレ印又は■印を付してください。 

３ 「建築面積」の欄及び「延べ面積」の欄の計画に係る部分は、この計画書の提出対象となっている部分（増築又

は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分）について記入してください。 

４ 「用途」の欄には、該当する項目すべてに記入の上、（  ㎡）内に当該用途の計画に係る部分の床面積を記入

してください。 

５ 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び再生可能エネルギー等の活用に係る検討の内容を確認 

できる書類を添付してください。 

CASBEE かながわのスコアシートなどに示される各評価項目に

おける措置のことであり、別添と記入してください。 

CASBEE かながわの評価結果シートなどに示される環境性能

評価結果のことであり、別添と記入してください。 

立地等の条件から、チェック

シートで導入の可能性を検

討した項目にレ点又は■を

付してください。 

建築物省エネ法の計画書又は届出書を参照し、該当するすべての用途

にレ点又は■を付し、用途ごとの面積内訳を記入してください。｢その他｣

の用途はありません。 

増築又は改築の場合は、当該増築又は改築に係る部分の建築面積及び

床面積の合計を記入してください。（付属建物は除く。１棟分のみ記入） 

増床（増築）の場合に記入。

敷地に対する増築申請の場

合は、「0 ㎡」としてください。 
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建築物温暖化対策計画書（特定建築物以外の建築物用） 

 

〇〇○○ 年 ○○ 月 ○○日  

神奈川県知事殿               

郵便番号  ○○○○-○○   

住    所  ○○市○○町○丁目○番○号 

氏  名  ○○○○株式会社          

       代表取締役  ○○○○         

神奈川県地球温暖化対策推進条例第19条第３項の規定により、次のとおり提出します。 

建築主の氏名又は名

称及び法人にあって

は、代表者の氏名 

○○○○株式会社 

代表取締役  ○○○○ 

建築主の住所又は主

たる事務所の所在地 
 ○○市○○町○丁目○番○号 

建 築 物 の 名 称  ○○○○ビル 

建 築 物 の 所 在 地  ○○市○○町○○○○番○号 

建築物の設計者 に 

関する事項 

氏 名     ○○○○  

資 格    （ 1 級 ）建築士   （ 大臣 ）登録第  ○○○○○○ 号 

建築士事務所名 ○○○○設計事務所 

    （ 1 級 ）建築士事務所（神奈川県）知事登録第 ○○○○○号 

確認申請又は計画通

知の予定年月日 
〇〇○○ 年   ○○ 月  ○○ 日 

工事の着手予定年月

日 
〇〇○○ 年   ○○ 月   ○○ 日 

工事の完了予定年月日 〇〇○○年    ○○ 月   ○○ 日 

連 絡 先 

部 署 名 ○○○○設計事務所○○部○○課  

電 話 番 号 (○○○)○○○-○○○○ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 (○○○)○○○-○○○○ 

電子メールアドレス *******＠***.**.** 

 

※ 

受 

 

付 

 

欄 

 

※ 

特 

 

記 

 

欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

記入例及び記入上の注意事項 

本届出に対する連絡の窓口となって

いただける部署を記入してください。 

※欄は記入しないでください。 



（裏） 

44 

 
 

 
 

建 
 

築 
 

物 
 

の 
 

概 
 

要 

工事種別 □ 新築        ■ 増築      □ 改築 

建築面積 
 計画に係る部分   計画に係る部分以外の部分     合  計 

（ ○○○○、○○㎡）    （ ○○○○、○○㎡）     （ ○○○○、○○㎡） 

 延べ面積 
 計画に係る部分   計画に係る部分以外の部分     合  計 

（ ○○○○、○○㎡）   （ ○○○○、○○㎡）     （ ○○○○、○○㎡） 

用  途 

■事務所（○○○○、○○㎡）  □学校 （    ㎡）  ■物販店（○○○○、○○㎡） 

□飲食店（    ㎡）  □集会所（    ㎡）  □工場 （    ㎡） 

□病院 （       ㎡）  □ホテル（    ㎡）  □住宅 （    ㎡） 

構  造  鉄筋コンクリート造 

高さ及び 

 階  数 
 （ ○○、○○○）ｍ   （地上  ○○ 階、地下  ○ 階） 

建築物に係る地球 

温暖化対策の措置 
 別添 

建築物に係る地球

温暖化対策の措置

の 評価 

 別添 

再生可能エネルギー

等の活用に係る検討

の結果 

 
検討を 
行った 
項 目 

 

■太陽光発電設備 
□風力発電設備 
□水力発電設備 
■その他（天然ガスコージェネレー
ションシステム、LED 照明設備  ） 

■太陽熱利用設備     
□バイオマス発電･熱利用設備 
■温度差熱利用設備 
 

導入予 
定設備 

 

太陽光発電設備(定格出力 ○○ｋＷ、自家消費） 
太陽熱利用設備 
ＬＥＤ照明設備 

備 考 

 

 

 

 

 

備考 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ □のある欄には、該当する□内にレ印又は■印を付してください。 

３ 「建築面積」の欄及び「延べ面積」の欄の計画に係る部分は、この計画書の提出対象となっている部分（増築又

は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分）について記入してください。 

４ 「用途」の欄は、該当する項目すべてに記入の上、（  ㎡）内に当該用途の計画に係る部分の床面積を記入し

てください。 

５ 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び再生可能エネルギー等の活用に係る検討の内容を確認で 

きる書類を添付してください。 

CASBEE かながわのスコアシートなどに示される各評価項目に

おける措置のことであり、別添と記入してください。 

CASBEE かながわの評価結果シートなどに示される環境性能

評価結果のことであり、別添と記入してください。 

建築物省エネ法の計画書又は届出書を参照し該当するすべて

の用途にレ点又は■を付し、用途ごとの面積内訳を記入してく

ださい。｢その他｣の用途はありません。 

導入を予定している再生可能エネルギ

ー活用計画を記入してください。 

立地等の条件から、チェックシー

トで導入の可能性を検討した項

目にレ点又は■を付してくださ

い。 

増築又は改築の場合は、当該増築又は改築に係る部分の建築面積及び

床面積の合計を記入してください。（付属建物は除く。１棟分のみ記入） 

増床（増築）の場合に記入。

敷地に対する増築申請の場

合は、「0 ㎡」としてください。 
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建築物温暖化対策計画変更届出書 

〇〇○○年 ○ 月 ○○日  

神奈川県知事殿              

郵便番号  ○○○○-○○ 

住    所  ○○市○○町○丁目○番○号 

氏  名  ○○○○株式会社         

         代表取締役  ○○○○        

神奈川県地球温暖化対策推進条例第 20 条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

計画書提出建築主の
  
氏名又は名称及び法人 
にあっては、代表者の氏名 

 ○○○○株式会社 

代表取締役  ○○○○ 

計画書提出建築主の 
住 所 又 は 主 た る  
事 務 所 の 所 在 地  

 ○○市○○町○丁目○番○号 

建 築 物 の 名 称 
 ○○○○ビル 

建 築 物 の 所 在 地  ○○市○○町○○○○番○号 

建築物温暖化対策 

計画書の提出年月日 
〇〇○○ 年 ○ 月 ○○日 受付番号  ○○-○○○○ 

変  更  内  容 

変 更 前 変 更 後 

 

 

変  更  理  由  

変 更 予 定 年 月 日 〇〇○○ 年  ○  月  ○○ 日 

連  絡  先 部 署 名  ○○○○設計事務所○○部○○課 

電 話 番 号 （○○○）○○○-○○○○ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （○○○）○○○-○○○○ 

電子メールアドレス *******＠***.**.** 

 

※ 

受 

 

付 

 

欄 

 ※ 

特 

 

記 

 

欄 

 

 

備考 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び再生可能エネルギー等の活用に係る検討の内容を確認でき 

る書類のうち、変更しようとする事項に係る図面等を添付してください。 

記入例及び記入上の注意事項 

建築物温暖化対策計画書受付番号を記入してください。 

・変更があった事項を箇条書きにしてください。 

・複数の用途がある場合で床面積の変更があるときは、用途ごとの床面

積の内訳を記入してください。 

・変更事項を示す資料などを提出する場合は｢変更事項は別添とする｣で

も可。 

変更があった事項ごとに変更

の理由を記入してください。 

※欄は記入しないでください。 
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建築物新築等中止届出書 

 

〇〇○○ 年 ○○ 月 ○○ 日  

神奈川県知事殿              

郵便番号  ○○○○-○○ 

住    所  ○○市○○町○丁目○番○号 

氏  名  ○○○○株式会社          

        代表取締役  ○○○○         

神奈川県地球温暖化対策推進条例第 21 条の規定により、次のとおり届け出ます。 

計画書提出建築主の 
氏名又は名称及び法人に
あっては、代表者の氏名 

○○○○株式会社 

代表取締役 ○○○○ 

計画書提出建築主の
住 所 又 は 主 た る  
事 務 所 の 所 在 地 

 ○○市○○町○丁目○番○号 

建 築 物 の 名 称 
  

○○○○ビル 

建 築 物 の 所 在 地 ○○市○○町○○○○番○号 

建築物温暖化対策 

計画書の提出年月日 
〇〇○○年 ○○ 月 ○○ 日 受付番号 ○○-○○○○ 

中 止 年 月 日 〇〇○○年  ○○ 月  ○○ 日 

連  絡  先 

部 署 名  ○○○○設計事務所○○部○課 

電 話 番 号 （○○○）○○○-○○○○ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （○○○）○○○-○○○○ 

電子メールアドレス  *******＠***.**.** 

 

※ 

受 

 

付 

 

欄 

 
※ 

特 

 

記 

 

欄 

 

 

備考 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

 

記入例及び記入上の注意事項 

本届出に対する連絡の窓口となってい

ただける部署を記入してください。 

建築物温暖化対策計画書受付番号を記入してくだ

さい。 

※欄は記入しないでください。 



第 13 号様式（第 13 条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）            
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建築物新築等完了届出書 

 

〇〇○○ 年 ○○ 月 ○○ 日  

神奈川県知事殿              

郵便番号  ○○○○-○○ 

住    所  ○○市○○町○丁目○番○号  

氏  名  ○○○○株式会社             

                                      代表取締役  ○○○○ 

 

神奈川県地球温暖化対策推進条例第 22 条の規定により、次のとおり届け出ます。 

計画書提出建築主の 
氏名又は名称及び法人に
あっては、代表者の氏名 

 ○○○○株式会社 

代表取締役  ○○○○ 

計画書提出建築主の
住 所 又 は 主 た る  
事 務 所 の 所 在 地 

  ○○市○○町○丁目○番○号 

建 築 物 の 名 称 
  ○○○○ビル 

建 築 物 の 所 在 地   ○○市○○町○○○○番○号 

建築物温暖化対策 

計画書の提出年月日 
〇〇○○年 ○○月 ○○日 受付番号 ○○-○○○○ 

工事の着手年月日 〇〇○○ 年  ○○ 月  ○○ 日 

工事の完了年月日 〇〇○○ 年  ○○ 月  ○○ 日 

連  絡  先 

部 署 名  ○○○○設計事務所○○部○○課 

電 話 番 号  (○○○)○○○-○○○○ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  (○○○)○○○-○○○○ 

電子メールアドレス  *******＠***.**.** 

 

※ 

受 

 

付 

 

欄 

 
※ 

特 

 

記 

 

欄 

 

 

備考 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ 建築物の新築等に係る工事の完了を確認することができる書類を添付してください。 

記入例及び記入上の注意 

建築物温暖化対策計画書受付番号を記入してください。 

本届出に対する連絡の窓口

となっていただける部署を記

入してください。 

※欄は記入しないでください。 




